
自己評価実施に当たっての留意点 

 

●自己評価結果の公表方法について、「市町への送付」、「健康福祉事務所への送付」は、廃

止しています。今年度より、「県庁への送付」、「HP 掲載」、「施設・事業所での掲示」、「利用

者・家族への送付」、「その他」となっております。 

 

●「県への送付」については、障害児通所支援事業所は必須となります（その他のサービス

は任意）。障害児通所支援事業所は、必ず県障害福祉課に郵送にて送付ください。 

※提出書類については、提出書類一覧表を御確認ください。 

 

●障害児通所支援事業所につきましては、「児童発達支援ガイドライン」、「放課後等デイサ

ービスガイドライン」、「保育所等訪問支援ガイドライン」を確認いただき、「児童発達支援

自己評価・保護者評価.xlsx」、「放課後等デイサービス自己評価・保護者評価 .xlsx」、「保育

所等訪問支援自己評価・保護者評価・訪問先施設評価.xlsx」を用い、自己評価を実施してく

ださい。 

  

●その他サービスに関しては、「自己評価ガイドライン」を確認いただき、「障害福祉サービ

ス共通評価基準.xlsx」「注釈･概評･改善計画.xlsx」を用い、自己評価を実施してください。 

※障害福祉サービス共通評価基準①〔障害者／施設、グループホーム〕 

障害者支援施設、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、 

就労継続支援 A 型、就労継続支援 B 型、就労定着支援、自立生活援助、 

共同生活援助、障害児入所施設 

 障害福祉サービス共通評価基準②〔障害者／在宅〕 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 

 

●しがネット受付サービスでの報告における注意点 

・しがネット受付サービスでの報告に関しては、全サービス必須となります。必ず報告い

ただくようお願いいたします。 

 ・「令和７年度における健康福祉サービス自己評価の実施について」に記載の回答 URL よ

りアクセスしてください。 

・１回答１サービスとなっております。複数サービスを行われている場合は、サービスご

とに回答ください。 

・しがネット受付サービスに関しては、自己評価の実施時期や公表方法等についての「報

告」の集計を目的としているため、自己評価結果表等の添付欄は設けていません。 

・しがネット受付サービスに報告ができているかどうかの個別確認は対応しかねますの

で御承知おきください。 


